
議題２ 制度改正に向けた要望について
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 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会の最終報告書に

「居住支援に関する制度見直し」の具体的な方向性が示された

 生活困窮者自立支援法の住居確保給付金の対象が高齢者等の稼働困難な世帯

にも拡大

令和６年法改正に向けた要望の結果

大阪市の要望事項

① 高齢者向けの新たな生活保障制度の創設

～ 高齢者向け家賃補助制度の創設 ～

② 生活保護費の一括支給

③ 不正受給対策の推進に向けた調査権限のさらなる強化

反映結果



令和４年12月20日・令和５年12月27日付け 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会

生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する中間まとめ・最終報告書概要（１）

新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で見られた相談者層の多様化・相談内容の複雑化等や、単身高齢者世帯の更なる増加等

の今後の見通しを踏まえ、これらの課題にも適切に対応できるよう、住宅確保要配慮者への切れ目のない支援体制の構築や子ども

の貧困対策等をはじめとする、生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しを実現すべきである。

○居住支援について

➢ 単身高齢者世帯の更なる増加、持ち家比率の低下等、住ま
い支援のニーズは今後ますます高まることが想定される。

➢ 住宅確保要配慮者は、住宅に困っているだけでなく、複合
的な課題を抱えている場合も多い。
住まいの確保等に関する相談支援から緊急一時的な居所

の確保、転居時、住まいが定まった後、退居時の支援まで、
切れ目のない支援体制の構築を図ることが必要。

➢ 無料低額宿泊所について、事前届出制を導入し、規制を実
施しているが、無届の施設もある。

➢ 救護施設等については、入所者が抱える様々な生活課題に
柔軟に対応し、可能な方については地域移行を更に推進す
ることが重要。

現状・課題 見直しの方向性

⚫ 生活困窮者自立相談支援事業（困窮法）における住まい支援の明
確化、重層的支援体制整備事業（社福法）における多機関協働や
居住支援の活用が必要。

⚫ 居住支援法人等が見守り等のサポートを行う住宅の仕組みの構築
に向け、関係省庁が連携して検討を進めることが必要。

⚫ サポートを行う住宅に被保護者が入居する場合の住宅扶助（家
賃）については、代理納付の原則化の検討を進めることが必要。

⚫ 生活困窮者一時生活支援事業を実施するよう努めるものとすると
ともに、同事業におけるシェルターにおいて緊急一時的な居所確
保の支援を行うこと、見守り等の支援（地域居住支援事業）の支
援期間が１年を超える場合の状況に応じた柔軟な活用等が必要。

⚫ 生活困窮者住居確保給付金について、新たに転居費用を補助する
ことにより、安定的な居住に繋げることが必要。

⚫ 無料低額宿泊所について、届出義務違反への罰則や、無届疑い施
設に関する保護の実施機関から都道府県への通知の仕組みが必要。

⚫ 福祉事務所と情報共有を図りつつ、救護施設等の入所者ごとの個
別支援計画の作成を制度化する等の対応が必要。
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法改正施行

- ４ -

国

大阪市

令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 令和10年 令和11年

国
と
地
方
の
協
議

要
望
書
提
出

〇令和６年の制度改正の概要

※ 生活困窮者自立支援及び生活保護部会
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課題整理や法改正を
見据えた方向性の確認

要望の
とりまとめ

R6.2 法案提出

・高齢世帯の割合の増加

・保護の適正実施のための調査権限が不十分

・生産年齢人口の減少 など

課題整理 次期法改正に向けた検討の方向性

・これまでの要望項目の整理等

⇒高齢者向けの新たな生活保障制度の創設 他

・新たな要望項目の検討

⇒生活保護業務のDX など

法改正に
向けた要望

・住宅確保が困難な者への自治体による
居住に関する相談支援等を明確化
・家賃が低廉な住宅等への転居について、
住居確保給付金の対象者の範囲を拡大
など

次期（令和10年）法改正に向けて


